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1. 札幌市公共交通協議会 
計画の策定に当たり、交通事業者、関係団体、関係行政機関、地域公共交通の利用者、学識

経験者で構成する「札幌市公共交通協議会」を設置し、検討を行いました。 
 

(1) 委員名簿 
（計画策定時点・敬称略。所属団体・役職および氏名の（）内は前任者を示す） 

協議会設置要綱上の区分 所属団体・役職 氏名 

札幌市職員 札幌市まちづくり政策局 公共交通担当部長 
和田 康広 

(栁沼 孝弘） 

地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律第２条第２号に

規定する公共交通事業者等の

代表者 

札幌市交通局 事業管理部長 
白石 一弘 

（川本 明） 

一般財団法人札幌市交通事業振興公社 事務局長 
烝野 直樹 

(久保田 史) 

札幌ばんけい株式会社 代表取締役社長 井上 浩勝 

ジェイ・アール北海道バス株式会社 常務取締役 

バス事業本部副本部長 営業部長 
山内 近 

株式会社じょうてつ 自動車部 運輸グループ 部長 八島 弘樹 

北海道中央バス株式会社 取締役執行役員 バス事業部長 

（取締役常務執行役員 運輸部長） 

中川原 清行 

（田下 義則） 

(岡田 浩司) 

北海道旅客鉄道株式会社総合企画本部 地域計画部長 
野澤 憲士 

(長屋 勝俊) 

公共交通事業者等が組織する

団体の代表者 

一般社団法人札幌ハイヤー協会 専務理事 鈴木 康治 

札幌地区バス協会 事務局 

（一般社団法人北海道バス協会 常務理事） 

瀧田 修 

（今 武） 

一般旅客自動車運送事業者の

事業用自動車の運転者が組織

する団体の代表者 

北海道地方交通運輸産業労働組合協議会 事務局長 加藤 裕幸 

関係行政機関の代表者 

国土交通省北海道運輸局札幌運輸支局 首席運輸企画専

門官 
經亀 真利 

国土交通省北海道運輸局鉄道部 計画課長 
呉 憲一郎 

（大友 晃司） 

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部 都市圏道路計

画課長 

酒井 聡佑 

（石井 智章） 

(小林 将) 

北海道石狩振興局地域創生部 地域政策課長 

（地域政策課 主幹） 

杉村 勝彦 

（岩佐 英世） 

北海道警察本部交通部 交通規制課長 
中村 勉 

（平畑 勉） 

地域公共交通の利用者 

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会 会長 浅香 博文 

札幌市ＰＴＡ協議会 理事 

（副会長） 

志摩 俊憲 

（壽原 智子） 

公益社団法人札幌消費者協会 理事 三澤 健 

学識経験者 

石川公認会計士事務所 所長 
石川 信行 

【副会長】 

国立大学法人福島大学人文社会学群経済経営学類 教授 
吉田 樹 

【会長】 

国立大学法人北海道大学 名誉教授 黒田 重雄 
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(2) 札幌市公共交通協議会の開催経緯 

 
 
  

 日時 主な議題 

第１回 

協議会 

2023（令和５）年１月 24 日

(火) 14:00 ～ 

①各種規定の制定について 

②会長・副会長の選任及び監事の指名について 

③部会設置及び委員指名について 

④情報提供 

⑤札幌市地域公共交通計画の策定について 

第２回 

協議会 

2023（令和５）年３月９日(木) 

14:00 ～ 

①令和５年度予算（案）について 

②情報提供 

③札幌市地域公共交通計画の策定について 

第３回 

協議会 

2023（令和５）年７月 20 日

(木) 14:00 ～ 

①令和４年度事業報告および決算について 

②令和５年度事業計画（案）について 

③路線バス部会の設置について 

④札幌市地域公共交通計画の策定について 

第１回 

バス部会 

2023（令和５）年８月 21 日

(月) 13:00 ～ 
①市内路線バス関連事項について 

第２回 

バス部会 

2023（令和５）年 10 月３日

(火) 15:00 ～ 
①市内路線バス関連事項について 

第４回 

協議会 

2023（令和５）年 11 月７日

(火) 14:00 ～ 

①要望書について 

②札幌市地域公共交通計画の策定について 

③路線バスの協議運賃について 

第５回 

協議会 

2023（令和５）年 12 月 12 日

(火)～12 月 19 日(火) 

（書面開催） 

①協議運賃部会の設置 

第６回 

協議会 

2024（令和６）年 1 月 24 日

(水) 15:00 ～ 

①協議運賃部会の開催結果について 

②札幌市地域公共交通計画の策定について 

（中間報告） 

第７回 

協議会 

2024（令和６）年 7 月 24 日

(水) 14:00 ～ 

①令和５年度事業報告および決算について 

②令和６年度事業計画（案）について 

③情報提供 

④札幌市地域公共交通計画の策定について 

第８回 

協議会 

2024（令和６）年 11 月 14 日 

（木）14:00 ～ 

①手稲区デマンド交通の本格運行への移行に 

ついて 

②部会設置規程の改正について 

③情報提供 

④回送車両活用にについて 

⑤札幌市地域公共交通計画の策定について 
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2. 上位関連計画の概要 
(1) 第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン（ビジョン編） 

策定 2022（令和４）年 10 月 

計画期間 2022（令和４)年度から 2031（令和 13)年度 

位置付け 札幌市の計画体系で最上位に位置するまちづくりの基本的な指針 

概要 【目指すべき都市像】 

「ひと」「ゆき」「みどり」の織りなす輝きが、豊かな暮らしと新たな価値を創る、持続可能な世

界都市・さっぽろ 

【まちづくりの重要概念】 

 

【「まちづくりの基本目標」における公共交通に係る内容】 

「基本目標 18：コンパクトで人にやさしい快適なまち」における目指すべき姿 

・ 四季を通じて、誰もが快適に利用でき、環境にもやさしい移動環境・手段が整備されるこ

とにより、公共交通を軸とした持続可能でシームレスな交通ネットワークが確立されてい

ます。 
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(2) 第２次札幌市都市計画マスタープラン 

策定 2016（平成 28）年３月 

計画期間 2015（平成 27)年～2035（令和 17)年 

位置付け 都市計画法に定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」 

概要 【都市づくりの理念】 

S・M・I・L・Es City Sapporo～誰もが笑顔でいきいきとすごせるまちへ～ 

S: Sustainability、M: Management、I: Innovation、L: Livability 

Es: Everyone, Economy, Energy, Employment, Ecology, Environment 

【都市づくりの基本目標】 

≪都市づくり全体≫ 

■高次な都市機能や活発な経済活動により、都市の魅力と活力を創出し、道内をはじめ

国内外とつながり北海道をリードする世界都市 

■超高齢社会を見据え、地下鉄駅の周辺などに、居住機能と生活を支える多様な都市機

能を集積することなどにより、円滑な移動や都市サービスを享受できるコンパクトな都市 

■自然と調和したゆとりある郊外での暮らしや、利便性の高い都心・地下鉄駅周辺などで

の暮らしが選択できるなど、住まいの多様性が確保された札幌らしいライフスタイルが

実現できる都市 

■公共交通を基軸としたまちづくりの推進や、新たなエネルギーネットワークの構築などに

よる低炭素都市 

■都市基盤が効率的に維持・保全され、都市活動が災害時にも継続できる安全・安心な

都市 

≪身近な地域≫ 

■多様な協議による地域の取組が連鎖する都市 

【総合的な取り組みの方向性】 
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概要 

 

 

【第５章 部門別の取組の方向性】における公共交通に係る内容 

「5-2 交通」の「（2）総合的な交通ネットワークの確立」の基本方針 

・ 大量公共交通機関を基軸に、後背圏からのバスネットワークを各駅に接続し、都心等へ

向かう広範な交通を大量公共交通機関へ集中させます。 

・ 各拠点へのアクセス機能の向上など、都市づくりの「基本目標」を支える観点から、地下

鉄駅など軌道系交通機関をはじめとした公共交通ネットワークの活用を図ります。 

・ 各交通機関の相互連携による乗継機能の適正な維持と改善、利便性の向上など、公共

交通の質的拡充を図ります。 
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(3) 札幌市立地適正化計画 

策定 2016（平成 28)年３月 

計画期間 概ね 20 年後の 2035（令和 17)年 

位置付け 第２次札幌市都市計画マスタープランの一部として、住宅や都市機能増進施設の立地の

適正化を図るための計画 

概要 
【都市づくりの理念、基本目標等】 

第２次札幌市都市計画マスタープランと一致 

【施策の方向性】における公共交通に係る内容 

「7-4 交通に関する取組」 

【公共交通に関する取組】 

◆公共交通ネットワークの活用 

・ 公共交通機関の持つ個々の特性や役割を活かし、連携を強化することによりネットワー

クの充実を図ります。 

＜地下鉄など軌道計交通機関＞ 

・ 地下鉄については、将来の交通需要への対応、冬期間における安定した交通機能の

確保、様々な拠点の育成・整備、他の交通機関との連絡性の向上などの観点から、そ

の機能の維持・向上や活用について検討を進めます。 

・ ＪＲについては、駅関連施設の整備・改善を推進するとともに、立体化により市街地の

分断解消や自動車交通の円滑化を図るなど、周辺の市街地との一体的な再整備の可

能性について検討を進めます。 

・ 路面電車については、都心や都心部周辺での利便性の高い生活を支えるとともに、魅

力ある都心の創造に寄与する都市の装置として、ループ化の実現により得られる効果

を検証し、延伸などの機能向上や活用について景観施策とも連動しながら検討を進め

ます。 

＜バス＞ 

・ 拠点機能の向上や市街地整備の進展等による交通需要の変化に対応し、地域の移動

を支えるバスネットワークの維持・改善に向けた取組を進めます。 

・ 公共交通の円滑化を図るため、バスレーンや狭小バス路線などの除排雪の強化を図り

ます。 

・ 需要に応じたサービス水準の確保に努めます。 

＜乗継施設等＞ 

・ 地下鉄、ＪＲの駅では、乗継施設等の機能を適切に維持・改善し、民間開発との連携や

更新機会を捉えた整備・改修等により利便性や快適性を向上させます。 

・ 民間開発などと連携した駐輪場の整備や放置禁止区域の拡大など、総合的な駐輪対

策のあり方について検討を進めます。 

◆公共交通の質的充実 

・ インターネットやロケーションシステムなどを活用した交通情報の提供による利便性の

向上を図ります。 

・ 主要な駅とその周辺の道路を含めた公共空間や車両のバリアフリー化を一体的に推

進します。 
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(4) 札幌市総合交通計画【改定版】 

策定 2012（平成 24)年に当初策定。 

その後、社会情勢の変化への対応等のため 2020（令和２）年３月改定 

計画期間 [基本的な考え方] 2011(平成 23)年～2030(令和 12)年 

[交通戦略] 2019(平成 31)年～2030(令和 12)年 

位置付け 札幌市の交通に関する個別計画等を策定・実施する上での“指針”となる計画 

概要 
【目指すべき都市交通の方向性】 

・ 持続可能な交通ネットワークの確立 

・ 地域特性に応じた交通体系の構築 

・ 市民・企業、交通事業者、行政の連携 

【基本方針】 

・ さっぽろの「安全・安心なまちづくり」を支える 

・ 市民の「多様な暮らし」を支える 

・ 道都さっぽろの顔となる「都心まちづくり」を支える 

・ さっぽろの「観光まちづくり」を支える 

・ 道内・国内外との「広域連携」を支える 

・ 交通システムの充実による「環境首都・札幌」の実現を支える 

【公共交通ネットワークの今後の方向性】 

・ 現況の公共交通ネットワークを活用し、市街化区域内の利用環境、都心へのアクセス性

を確保 

・ 個々の公共交通機関の特性や役割に応じ、関係者間の相互連携を図りながら、乗継機

能の強化やICTを活用した先進的な取組など、ハード・ソフト両面からシームレスな交通

を確保していく 

・ 公共空間や車両の更なるバリアフリー化、インターネットやロケーションシステム等を活

用した交通情報の提供など、質的拡充を図っていく 

【公共交通ネットワークの基本的な考え方】 

・ 需要密度の高い区間に大量輸送機関（地下鉄・ＪＲ）を基軸として配置し、後背圏からの

バスネットワークを各駅に接続することにより、都心に向かう広範な交通を大量輸送機

関で処理 
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概要 
【公共交通ネットワークの構成と役割】 
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概要 ◆骨格公共交通ネットワーク図 

 

 

【交通施策等の体系化（パッケージ化）】における公共交通に係る内容 

「2-2 交通施策等の体系化」の 

「2-2-2 『多様な暮らし』に関する交通施策等の体系化」 

・ 利便性の高い都心・地下鉄駅周辺などでの暮らしや、自然と調和したゆとりある郊外で

の暮らしなど、住まいの多様性が確保された札幌らしいライフスタイルを実現するため、

地域の状況に応じた持続可能な交通環境の形成を図ります。 
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(5) 札幌市バス路線維持基本方針 

策定 2009（平成 21）年４月 

位置付け 路線バスを取り巻く経緯と現状を踏まえ、札幌市におけるバス路線維持の枠組み構築に

向けた考え方や補助制度等に関する検討結果を取りまとめたもの 

概要 
【札幌市のバス路線維持の枠組み】 

・ 市営バスの路線移行の実施以後、民間事業者が市内路線バスを維持してきた 

・ 路線バス事業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえると、路線バスの維持においては札

幌市が一定の役割を担っていく必要がある 

・ そのため、バス路線のため、一定条件の赤字路線への補助を行うことが必要 

【バス路線維持補助制度】 

・ 系統単位で、市営バスからの移行路線とそれ以外（移行外路線）に区分し補助 

・ 対象路線は市内完結系統、補助対象期間において赤字、系統輸送量 150 人以下等の

条件を満たしたもの 

・ 補助対象経費は、移行路線については実経費、移行外路線については国の補助制度

における単価を用いて算定 

 

 
(6) 札幌市路面電車活用計画 

策定 2012（平成 24)年４月 

位置付け 路面電車を都心のまちづくりに貢献させるために、路線ループ化等の取組や、活用に関す

る基本的考え方・方向性を明らかにしたもの 

概要 
【路面電車の特性・特徴を生かしたまちづくりへの活用】 

・ 高齢者に優しい街づくり 

・ 魅力と賑わいのある都心のまちづくり 

・ 観光振興など活力あるまちづくり 

・ 環境負荷を抑えたまちづくり 

【路面電車活用の３つの視点と重要取組】 

・ 人の活動を支え促す交通環境づくり 

・ 人を引き付ける魅力的な空間づくり 

・ 人の交流と新たな賑わいづくり 
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(7) 道央都市圏の都市交通マスタープラン 

策定 2010（平成 22)年３月 

位置付け 道央都市圏のあるべき将来都市像と交通に関する基本方針を定めたもの 

※道央都市圏：札幌市/小樽市/江別市/北広島市/石狩市/千歳市/恵庭市/当別町/ 

南幌町/長沼町 

概要 
【骨格公共交通網の形成】 

『２空港・３港湾・１新幹線・鉄道３線・地下鉄３線』 

「年間を通じて誰もが安全、安心に暮らせる交通環境」「環境に優しく持続可能な都市を

支える交通環境」の実現を図るために、『２空港・２港湾・１新幹線・鉄道３線・地下鉄３線』

からなる骨格公共交通網の形成・強化を目指します。 

 
 

概要 
【今ある公共交通サービスを維持、充実する施策】 

・ 公共交通施策１ 公共交通機関の維持 

・ 公共交通施策２ 公共交通利用促進に向けた各種取り組み 
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・ 公共交通施策３ 交通結節点整備・バリアフリー化 

・ 公共交通施策４ 道路空間の再構築（歩行者・自転車空間、緑化、雪処理） 

・ 公共交通施策５ 駐車場・駐輪場の適正計画 

・ 公共交通施策６ 公共交通機関の拡充 （基幹的バスの運行等） 

・ 公共交通施策７ 公共交通機関情報提供 

・ 公共交通施策８ 情報技術の活用・ＩＴＳ 

・ 公共交通施策９ 車両のバリアフリー化・低公害化 

・ 公共交通施策１０ 公共交通の新規用途活用 
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(8) さっぽろ連携中枢都市圏地域公共交通計画 

策定 2023（令和５)年６月 

計画期間 2023（令和５)年度～2027（令和９)年度 

位置付け 持続可能で地域に最適な公共交通ネットワークの構築を目的とした、地域の公共交通政

策のマスタープラン 

※さっぽろ連携中枢都市圏：札幌市/小樽市/岩見沢市/江別市/千歳市/恵庭市/ 

        北広島市/石狩市/当別町/新篠津村/南幌町/長沼町 

概要 
【圏域の目指すべき将来像】 

｢住みたくなる｣｢投資したくなる｣、｢選ばれる｣さっぽろ圏域 

【目指すべき将来像】 

地域の将来を見据えた持続可能な公共交通ネットワークの構築 

【基本方針】 

１.地域住民等の広域移動を支える持続可能な広域交通の維持・確保 

２.生活圏交通と幹線・広域交通の接続性向上によるシームレスな交通体系の確保 

３.公共交通の利用促進による持続性の確保 

【施策・事業】 

①広域交通ネットワークの維持・確保に向けた協議・検討 

②バス運転手の確保に向けた活動 

③接続性の強化や乗換に係る利便性の向上 

④公共交通利用の意識醸成に向けた広報活動 
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3. 意見収集の実施 
札幌市民の移動ニーズや公共交通の利用に関する意見等を把握するため、2023（令和５）年

１月にバスの利用状況に関するインターネットアンケート調査、2023（令和５）年４月～５月

に市民意見調査を実施しました。 

 
3.1 バスの利用状況に関するインターネットアンケート調査 
市民のバス利用実態（利用頻度、利用目的）や利用に関する満足度について調査しました。 
 
(1) 調査概要 

1) 調査期間 

2023（令和５）年１月 17日（火）～2023（令和５）年１月 21 日（土） 

2) 調査方法 

民間インターネット調査会社が保有するモニターを活用したインターネット調査 
 
(2) 調査結果 

1) 回答者数 

480 人 

2) 年代別内訳 

 
年齢 回答者数 構成比 

30 歳代以下 120 人 25.0％ 

40 歳代 120 人 25.0％ 

50 歳代 120 人 25.0％ 

60 歳代以上 120 人 25.0％ 

合計 480 人 100.0％ 

 
3) 居住地区別内訳 

 
居住地 回答者数 構成比 

中央区 87 人 18.1％ 

北区 58 人 12.1％ 

東区 58 人 12.1％ 

白石区 51 人 10.6％ 

厚別区 36 人 7.5％ 

豊平区 56 人 11.7％ 

清田区 23 人 4.8％ 

南区 28 人 5.8％ 

西区 46 人 9.6％ 

手稲区 27 人 7.7％ 

合計 480 人 100.0％ 
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4) バスの利用状況等に関する回答内訳 

A) 運転免許の保有についてお答えください。 

 
 

B) 車両（バイク・スクーター含む）の所有についてお答えください。（複数回答） 

 
 

C) 自宅から最寄りのバス停まで、徒歩での所要時間についてお答えください。 

 
 

D) バスの利用頻度についてお答えください。 

 
 

保有
88.3

保有なし、今後取得したい 1.3
保有なし、
今後も取得
予定なし

9.0

返納
済み
1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

47.9

24.8

2.9

2.3

2.3

25.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自己所有

家族所有

レンタカー

会社所有

カーシェア

所有していない

4分未満
37.7

4~6分
35.2

7〜10分
17.3

11〜
20分
5.4

わから
ない
4.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

週6〜7日 1.0

週4〜
5日
5.0

週1〜
3日
7.9

月に数日
16.3

年に数日以下
32.9

利用していない
36.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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E) バスの利用目的についてお答えください。（３つまで） 

 
 

F) 以下の目的でバスを利用する際の主な目的地を教えてください。 

 
 

G) バスの利用に関する以下の項目について満足度をお答えください。 

 

39.3

11.0

10.0

2.4

26.2

29.9

21.7

17.2

18.9

22.5

3.4

22.0

19.2

10.3

12.6

17.5

2.1

3.3

1.6

2.5

1.4

1.6

3.3

1つ目
(n=145)

2つ目
(n=127)

3つ目
(n=120)

通勤 通学 買物 レジャー・趣味 外食・会食 通院 業務 バスに乗ること自体が目的 その他

49.2

66.7

60.4

59.5

68.6

31.4

14.3

33.3

28.6

18.0

33.3

20.9

23.0

17.6

25.5

14.3

32.8

16.5

14.9

11.8

43.1

42.9

33.3

42.9

2.2

2.7

2.0

42.9

33.3

14.3

通勤(n=61)

通学(n=3)

買物(n=91)

レジャー・趣味(n=74)

外食・会食(n=51)

通院(n=51)

業務(n=7)

バスに乗ること自体が目的(n=3)

その他(n=7)

札幌都心 札幌都心以外の地下鉄・JR駅周辺 その他（札幌市内） その他（札幌市外）

15.9

12.4

19.3

9.7

12.4

21.4

20.0

15.2

15.2

27.6

35.9

40.7

14.5

21.4

20.0

29.0

16.6

24.8

31.0

34.5

35.9

37.2

35.9

35.2

43.4

40.0

25.5

35.2

22.8

51.0

49.7

35.2

33.8

37.9

37.9

27.6

21.4

10.3

37.2

25.5

28.3

20.0

17.2

11.0

8.3

9.0

9.7

9.0

7.6

5.5

4.8

6.9

11.7

4.1

9.0

5.5

2.1

4.1

2.8

1.4

0.7

1.4

2.1

0.7

1.4

運行頻度（運行便数）(n=145)

バスを待つ環境(n=145)

運行時間帯(n=145)

バスを待つ場所のバリアフリー化の状況(n=145)

バスのバリアフリー化の状況(n=145)

時刻表どおりの運行(n=145)

運賃(n=145)

乗り継ぎにかかる距離や移動(n=145)

乗り心地(n=145)

バス停から目的地までの距離(n=145)

出発地からバス停までの距離(n=145)

バス停の設置場所(n=145)

バス利用（総合）(n=145)

満足 どちらかといえば満足 どちらでもない どちらかといえば不満 不満
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H) あなたはバスをとりまく環境がどのように変われば、今よりバスの利用が増えま

すか。（複数回答） 

 
 

I) 新型コロナウイルス感染症の感染症拡大によるバスの利用頻度の変化についてお

答えください。 

 

 
J) バスの利用頻度が減った理由についてお答えください。（複数回答） 

 
 

35.4

34.2

30.0

24.8

24.4

23.5

22.9

21.3

14.6

7.1

4.2

3.5

19.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用したい時間に運行便がある

運行頻度（運行便数）が増える

運賃が安くなる

バスの遅れや到着予測時刻を検索できる

よく行く目的地の近くにバス停が設置される

バスを待つ環境が改善される

目的地へのバスでの行き方や運賃が検索しやすい

自宅の近くにバス停が設置される

乗り継ぐ回数が減る

バスへ乗り継ぐ環境が改善される

バスのバリアフリー化が進む

その他

どのように改善されても利用頻度は変わらない

減った
13.1

どちらかといえば
減った
10.2

変わらない
73.8

どちらか
といえば
増えた
2.3

増えた 0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46.4

31.3

17.0

13.4

5.4

2.7

10.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自家用車・自転車・徒歩の
交通手段に変更した

旅行など趣味の外出を控えた

食料品や日用品の購入を控えた
またはネット通販等に切り替えた

在宅での勤務が増え、
出勤日が減少した

定期的な通院の頻度を減らした

学校が休校や分散登校となり、
出席日が減少した

その他
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K) 今後、新型コロナウイルス感染症の脅威がなくなった場合のバスの利用頻度の変

化についてお答えください。 

 
 
  

減ると思う, 2.7
どちらかと
いえば減
ると思う

3.1

変わらない
80.6

どちらかとい
えば増えると

思う
11.0

増え
ると
思う
2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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3.2 市民意見調査 
札幌市のバス交通の現状・課題について情報を提示した上で、バス交通に関する市民意見を

調査しました。 
 
(1) 調査の概要 

1) 意見募集期間 

2023（令和５）年４月 24日（月）～2023（令和５）年５月 23 日（火） 

2) 配布資料 
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3) 資料の配布場所 

市役所、各区役所、まちづくりセンター、バス・路面電車内、 
バスターミナル・営業所、地下鉄駅等 
 ※広報さっぽろで周知 

4) 意見提出方法 

郵送、ファクス、電子メール、札幌市公式ホームページ回答フォーム、持参 

 
(2) 調査結果 

1) 回収回答数 

1,056 件 

2) 年代別内訳 

 
年齢 回答人数 構成比 

20 歳未満 19 1.8% 

20 歳代 66 6.3% 

30 歳代 101 9.6% 

40 歳代 236 22.3% 

50 歳代 261 24.7% 

60 歳代 157 14.9% 

70 歳以上 211 20.0% 

無回答 5 0.5% 

合計 1,056 100.0％ 

 
3) 居住地区別内訳 

 
居住地 回答人数 構成比 

中央区 123 11.6% 

北区 112 10.6% 

東区 99 9.4% 

白石区 73 6.9% 

厚別区 50 4.7% 

豊平区 69 6.5% 

清田区 69 6.5% 

南区 296 28.0% 

西区 95 9.0% 

手稲区 45 4.3% 

札幌市外 22 2.1% 

無回答 3 0.3% 

合計 1,056 100.0％ 
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4) 意見内訳 

 
No. 意見の分類 回答件数 

1 減便・廃止などにより利便性が低下した 161 

2 公共交通ネットワークの維持・確保を望む 62 

3 増便してほしい、現状の便数を維持してほしい 176 

4 減便(日中・最終便の繰り上げなど)をしてほしい 37 

5 運行を効率化した方が良い 

（短絡化、並行区間の廃止、時間分散等） 
64 

6 乗り継ぎの接続性を改善してほしい 24 

7 最終便の繰り下げをしてほしい 153 

8 その他便数・運行時間帯に関する意見 

（パターンダイヤ、都心直行系統、市内環状バス、循環バス、バス停間隔、回送車

両の活用等） 

77 

9 個別の系統に関する要望 103 

10 運賃を値下げしてほしい、値上げしないでほしい 25 

11 運賃を値上げした方が良い、値上げもやむを得ない 54 

12 運賃制度を見直した方が良い 

（対キロ区間制、特殊区間制、乗継運賃、深夜割増料金、定期券等） 
79 

13 割引制度を見直した方が良い 

（障害者割引、乗り放題きっぷ、敬老優待乗車証、回数券等） 
40 

14 札幌市の補助金を拡充したほうが良い・継続したほうが良い 47 

15 札幌市の補助金を削減したほうが良い 5 

16 その他札幌市の補助制度に関する意見 

(札幌市補助の対象・内容の拡充、バスの市営化要望) 
36 

17 運転手の待遇を改善したほうが良い 120 

18 新規雇用に向けた取組みをした方が良い 

（運転手という職業の PR、育成環境改善） 
41 

19 代替交通を導入してほしい 

（デマンド交通、中型・小型化、自動運転等） 
85 

20 車両のバリアフリー化を進めてほしい 

（ノンステップバス等） 
19 

21 車内環境を改善してほしい 

（車内空調、車内混雑等） 
39 

22 待合環境を改善してほしい（施設改修、施設における情報提供、冬期除雪等） 60 

23 情報提供の方法を改善してほしい 

（わかりやすい路線図や時刻表の作成、系統番号の見直し、経路検索サービスの

利便性向上等） 

44 

24 走行環境を改善した方が良い 31 

25 定時運行してほしい 45 

26 安全運行してほしい 9 

27 運転手の接客態度を改善してほしい 39 

28 利用者マナーを改善してほしい 22 

29 バスの運行、運転手等への感謝 83 

30 その他バスに関する要望・意見 106 

31 その他バス以外に関する意見、意見がないもの 29 

32 その他明確な要望・意見が読み取れないもの 127 
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（区ごとの件数内訳） 
 No. 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 札幌市外 無回答 

 1 11 26 12 16 4 9 17 43 12 9 2 0 

 2 5 7 3 4 6 5 2 17 8 3 2 0 

 3 18 18 24 10 8 8 17 48 12 8 4 1 

 4 2 7 4 3 2 2 1 12 3 0 1 0 

 

 
5 10 8 7 2 3 6 3 12 11 2 0 0 

 6 4 4 2 2 0 1 1 8 1 1 0 0 

 7 2 5 4 2 4 2 9 115 6 2 1 1 

 

 

 

8 14 2 7 11 3 7 4 18 8 1 2 0 

 9 13 13 11 7 5 7 7 24 9 5 2 0 

 10 0 1 3 0 1 1 0 18 0 1 0 0 

 11 7 3 6 2 3 3 7 12 7 3 1 0 

 

 
12 8 4 9 2 7 4 4 30 4 5 2 0 

 

 
13 8 4 5 1 3 3 1 7 4 1 2 1 

 14 6 6 1 4 1 2 4 17 1 4 1 0 

 15 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 

 

 
16 6 2 2 1 4 3 2 11 2 1 2 0 

 17 19 10 14 3 2 3 13 37 9 7 3 0 

 

 
18 6 2 4 3 0 2 2 14 4 3 0 1 

 

 
19 6 6 8 6 4 10 9 21 9 3 3 0 

 

 
20 4 2 5 0 1 1 3 2 0 1 0 0 

 

 
21 3 5 6 3 0 2 3 11 3 2 1 0 

 22 13 10 7 8 6 4 5 4 1 2 0 0 

 

 

 

23 4 5 6 5 1 7 4 6 5 0 1 0 

 24 3 4 3 3 2 2 4 4 5 0 1 0 

 25 9 6 7 4 2 6 1 4 3 3 0 0 

 26 1 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

 27 6 6 4 1 3 2 2 9 6 0 0 0 

 28 4 1 3 0 2 2 1 7 2 0 0 0 

 29 13 9 7 1 2 4 0 23 15 7 2 0 

 30 17 19 6 7 2 8 2 23 14 2 6 0 

 31 8 2 1 1 2 2 2 6 2 3 0 0 

 32 21 9 11 9 4 9 5 33 13 8 5 0 
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4. 区別公共交通の概況 
今後、地域の利便性確保に向けた検討を進める上で、交通の状況や生活環境等の区毎の特徴

の把握が必要となることから、参考資料として、区別の公共交通の概況を整理しました。 
※バス路線および路線バスに関する記載は、経路が全て札幌市内にある生活路線を運行する

４社に関する、2023（令和５）年 12 月ダイヤ改正後のもの 
 

(1) 中央区 

 

 

 
  

＜地下鉄＞ 

地下鉄３路線の 11 駅を擁し、大通駅は３路線間の乗り換え、さっぽろ駅は南北線・東豊線とＪ

Ｒ札幌駅の乗り換えが可能である。利用者はさっぽろ駅と大通駅が特に多く、西 11 丁目～円山

公園間も多い。 

＜ＪＲ＞ 

２つの駅（桑園駅、苗穂駅）を擁し、桑園駅は函館本線と札沼線が接続する。※ＪＲ札幌駅は北

区に所在 

＜路面電車＞ 

内回りと外周りの２系統が運行しており、24 の停留場がある。運行は中央区内のみで、７つの

停留場で地下鉄との乗り継ぎが可能である。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が 10 箇所あり、中央区を起点・終点とするバスが 3,421 便/日（平日）運行

されている。ＪＲ・地下鉄に接続する札幌駅や大通駅の周辺を発着する便が多い。北海道中央バ

ス、ジェイ・アール北海道バス、じょうてつ、札幌ばんけいが運行している。 



 92

(2) 北区 

 

 

 

  

＜地下鉄＞ 

南北線の５駅（麻生駅、北 34 条駅、北 24 条駅、北 18 条駅、北 12 条駅）を擁す。利用者は

麻生駅や北 24 条駅で多い。 

＜ＪＲ＞ 

９つの駅（札幌駅、新川駅、新琴似駅、太平駅、百合が原駅、篠路駅、拓北駅、あいの里教育大

駅、あいの里公園駅）を擁し、札幌駅は地下鉄２路線の乗り換えが可能である。利用者は札幌駅

が多い。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が７箇所あり、北区を起点・終点とするバスが 2,974 便/日（平日）運行され

ている。地下鉄に接続する麻生駅や北 24 条駅の周辺を発着する便が多い。また、地下鉄南北線

の起終点である麻生駅前は石狩方面に向けた市外連絡路線が多く発着している。北海道中央バス

とジェイ・アール北海道バスが運行している。 
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(3) 東区 

 

 

 

  

＜地下鉄＞ 

東豊線の６駅（栄町駅、新道東駅、元町駅、環状通東駅、東区役所前駅、北 13 条東駅）を擁

し、栄町駅は丘珠空港へのアクセス駅である。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が３箇所あり、東区を起点・終点とするバスが 1,381 便/日（平日）運行され

ている。地下鉄と接続する環状通東駅周辺を発着する便が多い。また、地下鉄東豊線の起終点で

ある栄町駅からは石狩方面に向けた市外連絡路線が発着している。北海道中央バスが運行してい

る。 
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(4) 白石区 

 

 

 

  

＜地下鉄＞ 

東西線の６駅（菊水駅、東札幌駅、白石駅、南郷７丁目駅、南郷 13 丁目駅、南郷 18 丁目駅）

を擁す。利用者は白石駅が多い。 

＜ＪＲ＞ 

２つの駅（白石駅、平和駅）を擁し、白石駅は函館本線と千歳線が接続する。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が５箇所あり、白石区を起点・終点とするバスが 810 便/日（平日）運行され

ている。地下鉄に接続する白石駅周辺を発着する便が多い。北海道中央バスとジェイ・アール北

海道バスが運行している。 
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(5) 豊平区 

 

 

 
  

＜地下鉄＞ 

南北線の３駅（中の島駅、平岸駅、南平岸駅）と東豊線の５駅（学園前駅、豊平公園駅、美園

駅、月寒中央駅、福住駅）を擁す。利用者は福住駅が多い。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が５箇所あり、豊平区を起点・終点とするバスが 1,307 便/日（平日）運行さ

れている。地下鉄東豊線の起終点である福住駅に接続する福住バスターミナルからは北広島方面

に向けた市外連絡路線が多く発着している。北海道中央バスとじょうてつが運行している。 
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(6) 南区 

 

 

 

＜地下鉄＞ 

南北線の３駅（澄川駅、自衛隊前駅、真駒内駅）を擁す。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が２箇所あり、南区を起点・終点とするバスが 2,339 便/日（平日）運行され

ている。地下鉄南北線の起終点である真駒内駅の周辺を発着する便が多い。北海道中央バス、じ

ょうてつ、札幌ばんけいが運行している。 
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(7) 西区 

 

 

 
  

＜地下鉄＞ 

東西線の４駅（宮の沢駅、発寒南駅、琴似駅、二十四軒駅）を擁す。利用者は琴似駅、宮の沢駅

が多い。 

＜ＪＲ＞ 

４つの駅（発寒駅、発寒中央駅、琴似駅、八軒駅）を擁す。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が５箇所あり、西区を起点・終点とするバスが 1,680 便/日（平日）運行され

ている。地下鉄東西線の起終点である宮の沢駅に接続する宮の沢バスターミナルを発着する便が

多い。北海道中央バス、ジェイ・アール北海道バス、札幌ばんけいが運行している。 



 98

(8) 厚別区 

 

 

 
  

＜地下鉄＞ 

東西線の３駅（大谷地駅、ひばりが丘駅、新さっぽろ駅）を擁し、新さっぽろ駅はＪＲ新札幌駅

との乗り換えが可能である。利用者は新さっぽろ駅が多い。 

＜ＪＲ＞ 

４つの駅（厚別駅、森林公園駅、新札幌駅、上野幌駅）を擁し、新札幌駅は地下鉄新さっぽろ駅

との乗り換えが可能である。利用者は新札幌駅が多い。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が５箇所あり、厚別区を起点・終点とするバスが 2,155 便/日（平日）運行さ

れている。 ＪＲ・地下鉄に接続する新札幌バスターミナルを発着する便が多い。また、大谷地

バスターミナルや新札幌バスターミナルは、江別方面等に向けた市外連絡路線が多く発着してい

る。北海道中央バスとジェイ・アール北海道バスが運行している。 
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(9) 手稲区 

 

 

 
  

＜ＪＲ＞ 

５つの駅（ほしみ駅、星置駅、稲穂駅、手稲駅、稲積公園駅）を擁す。利用者は手稲駅が多い。 

＜路線バス＞ 

主なバス発着場所が３箇所あり、手稲区を起点・終点とするバスが 891 便/日（平日）運行され

ている。ＪＲに接続する手稲駅北口を発着する便が多く、石狩方面や小樽方面に向けた市外連絡

路線が発着している。北海道中央バスとジェイ・アール北海道バスが運行している。 
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(10) 清田区 

 

 

 

 
  

＜路線バス＞ 

ＪＲ・地下鉄の駅がないが、福住駅・大谷地駅・新札幌駅等とバスが接続しており、また区内各

地を起点・終点とするバスが 803 便/日（平日）運行されている。北海道中央バスとジェイ・ア

ール北海道バスが運行している。 
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5.  パブリックコメントの実施 
札幌市地域公共交通計画（案）について、パブリックコメント手続きにより、市民の皆様か

らの意見を募集しました。 
 

 
5.1 パブリックコメントの概要 

(1) 意見募集期間 

2024（令和６）年８月 19日（月）～2024（令和６）年９月 17 日（火） 

(2) 意見募集方法 

郵送、持参、ファクス、電子メール、ホームページ上の意見募集フォーム 
(3) 資料の配布・閲覧場所 

・札幌市役所本庁舎２階 市政刊行物コーナー 
・札幌市役所本庁舎５階 まちづくり政策局総合交通計画部都市交通課 
・各区役所（総務企画課広聴係） 
・各まちづくりセンター 
・地下鉄各駅 
・札幌市公式ホームページ 
 

5.2 パブリックコメントの内訳 
(1) 意見提出者数、意見数 

意見提出者数：99人 

意見数   ：292 件 

(2) 提出方法内訳 
提出方法 郵送 持参 ファクス 電子メール 意見フォーム 合計 
提出者数 18 人 ４人 11 人 10 人 56 人 99 人 

(3) 年代別内訳 
年齢 19 歳

以下 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳 

以上 

不明 合計 

提出者数 ２人 ３人 ６人 12 人 16 人 17 人 40 人 ３人 99 人 
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(4) 意見内訳 

意見内容 件数 

札幌市地域公共交通計画（案）全体に関するご意見 18 件 

「１ はじめに」に関するご意見 ７件 

「２ 札幌市の概況」に関するご意見 ３件 

「３ 札幌市の公共交通の現況」に関するご意見 ６件 

「４ 札幌市の公共交通の課題」に関するご意見 １件 

「５ 持続可能な公共交通ネットワーク維持に向けた考え方」 

「６ 札幌市の公共交通の目指すべき将来像と基本方針」 

「７ 基本方針に基づく施策・取組」 に関するご意見 

217 件 

 

①公共交通の役割関係 ６件 

②将来像・基本方針関係 ２件 

③バス関係（運賃に関すること） 14 件 

④バス関係（運転手確保策に関すること） 21 件 

⑤バス関係（減便・路線廃止の復活に関すること） 39 件 

⑥バス関係（面的なネットワークの維持 

（フィーダー化・集約化・ダイヤ調整等）に関すること） 
22 件 

⑦バス関係（路線維持補助・収支改善に関すること） ６件 

⑧バス関係（その他・上記③～⑦以外に関すること） 15 件 

⑨地下鉄関係 10 件 

⑩路面電車関係 16 件 

⑪タクシー関係 １件 

⑫交通結節点・バスターミナル関係 11 件 

⑬代替交通・地域交通関係 10 件 

⑭新たな公共交通システム関係 ７件 

⑮その他（上記①～⑭以外の施策・取組に関すること） 37 件 

「８ 計画の評価・推進」に関するご意見 １件 

その他のご意見 39 件 

 

①委員関係 ７件 

②市民意見の収集方法関係 ３件 

③福祉施策関係 ７件 

④その他（上記①～③以外に関すること） 22 件 
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5.3 意見に基づく変更点 
市民の皆様からいただいたご意見をもとに、 以下の４項目を修正いたしました。 

意見の概要 変更点 
「需要・供給の両

面での将来的なネ

ットワークの維持

が困難になる」と

記載されている

が、需要に関わっ

てネットワークの

維持が困難になる

とはどういう意味

か。 

利用者が減少することに伴う収支悪化の観点を想定しており、ご指

摘を踏まえ、前段落における記載を修正しました。 

 

１ページ 

修正前：「～契機に生じた行動変容等により、札幌市内の～」 

 

修正後：「～契機に生じた行動変容等による利用者の減少で、札幌

市内の～」 

ＪＲ線路と路線バ

スが並走する区間

に関してＪＲ駅で

フィーダー化しな

いのか。 

【類似意見１件】 

ＪＲに関する記載が抜けていた部分について、関係する記載を以下

のとおり修正しました。 

 

32 ページ 

修正前：「都心へ向かう便を地下鉄駅止まりにするフィーダー化

や、」 

 

修正後：「都心へ向かう便を地下鉄・ＪＲ駅止まりにするフィーダ

ー化や、」 

 

44 ページ 

修正前：「路線バスと地下鉄が並走する区間においては、郊外から

都心に直行するバス路線を、需要に配慮しながら地下鉄駅でフィー

ダー化することにより、地下鉄駅－都心間の～」 

 

修正後：「路線バスと地下鉄・ＪＲが並走する区間においては、郊

外から都心に直行するバス路線を、需要に配慮しながら地下鉄・Ｊ

Ｒ駅でフィーダー化することにより、駅－都心間の～」 
23 ページの図３－

14 について、補助

額の推移の金額が

読み取りづらい。 

ご指摘を踏まえて、グラフの表現を修正しました。 

資料編の路線図等

に北海道中央バ

ス、ジェイ・アー

ル北海道バス、じ

ょうてつ、札幌ば

んけい以外のバス

事業者の記載がな

い。 

計画案の路線図においては札幌市内で完結する生活路線を運行して

いるバス事業者の路線のみを記載しているため、関係する記載を修

正しました。 

 

91 ページ 

修正前：「※バス路線は 2023（令和５）年 12月ダイヤ改正後のも

の」 

 

修正後：「※バス路線および路線バスに関する記載は、経路が全て

札幌市内にある生活路線を運行する４社に関する、2023（令和５）

年 12月ダイヤ改正後のもの」 
 
この他のご意見の概要と考え方は、札幌市公式ホームページよりご覧いただけます。 
URL : https://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/kokyokotsukyogikai.html 

https://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/kokyokotsukyogikai.html

